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2世田谷区子どもの権利条例（素案）・世田谷区子ども・若者総合計画（第3期）（素案）

問 子ども・若者支援課 ☎5432-2528  FAX 5432-3016

コラム

　区内の中学・高校生15人をメンバーとする「子ども条例検討プロジェクト」を6月
～7月に計4回開催。令和5年度に実施した「小学生・中学生アンケート」などで子ど
もたちから聴いた意見を踏まえて、参加した子どもたちが「条例前文」や「めざすま
ちの姿」を検討しました。

私たちも「条例前文」や「めざすまちの姿」を考えました！私たちも「条例前文」や「めざすまちの姿」を考えました！
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　世田谷区子どもの権利条例の推進計画です。
　また、こども基本法で市町村の努力義務とされている

「こども計画」に位置付けるとともに、これまでと同様、
子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事
業計画」、次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計
画」、こどもの貧困の解消に向けた対策推進法に基づく

「子どもの貧困対策計画」及び子ども・若者育成支援推
進法に基づく「子ども・若者計画」を内包します。
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子どもが権利の主体として、一人ひとりの健やか子どもが権利の主体として、一人ひとりの健やか
な育ちが保障され、 子ども・若者が、 自分らしな育ちが保障され、 子ども・若者が、 自分らし
く幸せ（ウェルビーイング）な今を生き、明日からく幸せ（ウェルビーイング）な今を生き、明日から
もよい日と思える社会を実現する。もよい日と思える社会を実現する。
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政策の柱
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条例・計画について条例・計画について
詳しくはこちら詳しくはこちら
ご意見・ご提案も
こちらから提出できます
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意見表明と意見表明と
参加・参画参加・参画

多様な多様な
関わりの中で、関わりの中で、

切れ目なく切れ目なく
支える支える

❶❶

❷❷ ❸❸

子ども・若者と子ども・若者と
ともにすすめるともにすすめる

地域社会地域社会
づくりづくり

❹❹


